
「防火管理者の業務の外部委託制度」の概要 
 
 

消防法施行令第３条第２項により、共同住宅などの防火対象物で、管理的又は監督的

な地位にある者が防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は

消防署長が認める場合は、一定の要件を満たせば、防火管理者の業務を外部委託するこ

とができます。 

 

 

1 外部委託を認められる防火対象物 

（１）共同住宅（複合用途防火対象物の部分に共同住宅が存する場合を含む。） 

（２）複数の防火対象物の管理について権原を有する者が同一の者である場合における当該防

火対象物 

（３） 管理について権原が分かれている防火対象物であって、次に掲げる部分を有する

もの 

㋐火災発生時に自力避難をすることが著しく困難な者が入所する福祉施設等で、収

容人員が10人未満のもの。 

㋑飲食店・店舗等、不特定多数の者が利用する施設で、収容人員が30人未満のもの。 

㋒事務所等、特定の者が利用する部分で、収容人員が50人未満のもの。 

（４）特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物 

 

 

2 外部委託に係る事務フロー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④防火対象物の位置、構造

及び設備の状況等につい

て知識の確保 

⓵外部委託が認められるか 

の事前相談 

③外部委託契約等の手続 

 ・権限の付与 

 ・業務内容を明らかにした文

書の交付 

 ・防火対象物の位置、構造及

び設備の状況等について説

明 外部委託が認められる 

防火対象物 

②調査・回答 

 ・外部委託を認める場

合の要件について確

認 

外部委託受託法人等 

⑤防火管理者選任届出書の提出 

 ・「その他必要な事項」欄に、業務を適切に遂行すること

ができない理由を明記 

 ・「防火管理講習修了証」の写しを添付 

 ・「必要な業務の内容に係る文書」の写しを添付 

⓺消防機関で受理、外部委託の開始 消防機関 
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